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      白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画 

      区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白河市南湖湖畔店舗等に係る歴史的風致維持向上地区計画区域内における建

築物等の制限に関する条例（平成28年白河市条例第33号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（計画の認定） 

第３条 条例第13条第１項の規定による市長の認定（第５条において「計画認定」という。）を受

けようとする者は、認定申請書（第１号様式）に次に掲げる図書を添付した正本及び副本並びに

建築等計画概要書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、建築物の建築等又

は工作物の建設等の規模が大きいため、次に規定する縮尺の図面によっては適切に表示できない

場合には、当該建築物の建築等又は工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の

図面をもって、これらの図面に代えることができる。 

(１) 建築物の敷地又は工作物の存する土地（以下「敷地等」という。）の位置及び当該敷地等

の周辺の状況を表示する図面（道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等

の位置を明示したものに限る。）で縮尺2,500分の１以上のもの 

(２) 当該敷地等及びその周辺の状況を示す写真 

(３) 当該敷地等内における建築物等の位置を表示する図面（申請に係る建築物等と他の建築物

等との別、土地の高低及び敷地等の接する道路の位置を明示したものに限る。）で縮尺100分の

１以上のもの 

(４) 建築物等の彩色が施された２面以上の立面図（彩色については、日本工業規格Ｚ8721に定

める色相、明度及び彩度の３属性の値（マンセル値）で表示したものに限る。）で縮尺50分の

１以上のもの 

(５) 建築物の各階の平面図 

(６) 建築物等の完成予想図 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

２ 市長は、前項各号に掲げる図書のうち、添付の必要がないと認めるものについては、これを省
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略させることができる。 

３ 市長は、申請に係る建築物等の計画が条例第12条の規定に適合するものと認めたときは、条例

第13条第２項の認定証（第３号様式）を交付し、適合しないものと認めたときは、条例第13条第

３項の適合しない旨の通知書（第４号様式）を交付する。 

４ 市長は、申請に係る建築物等の計画が条例第12条の規定に適合するかどうかを決定することが

できない場合は、条例第13条第２項の期間内に、認定できない旨の通知書（第５号様式）を交付

する。 

５ 前各項の規定は、認定を受けた建築物等の計画を変更する場合も、同様とする。 

（国の機関等の建築物等の計画に対する認定） 

第４条 国の機関等は、条例第16条第２項の規定により通知をしようとするときは、計画の通知書

（第６号様式）に前条第１項各号に掲げる図書を添付した正本及び副本並びに建築等計画概要書

を市長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の場合において準用する。 

３ 市長は、通知に係る建築物等の計画が条例第12条の規定に適合するものと認めたときは、条例

第16条第３項の認定証（第７号様式）を交付し、適合しないものと認めたときは、条例第16条第

３項の適合しない旨の通知書（第８号様式）を交付する。 

４ 市長は、通知に係る建築物等の計画が条例第12条の規定に適合するかどうかを決定することが

できない場合は、条例第16条第３項の期間内に、認定できない旨の通知書を交付する。 

５ 前各項の規定は、認定を受けた建築物等の計画を変更する場合も、同様とする。 

（認定の申請及び通知前の協議） 

第５条 計画認定を受けようとする者は、あらかじめ当該認定の申請前に、建築物等の計画内容に

ついて市と協議をしなければならない。当該認定を受けた建築物等の計画を変更する場合も、同

様とする。 

２ 前項の協議をするにあたっては、第３条第１項に掲げる図書に基づいて行うものとし、市は、

景観形成に関する情報提供及び指導助言等を行うものとする。 

３ 前２項の規定は、国の機関等が条例第16条第２項の規定により通知をする場合において準用す

る。 

（行為着手の制限の例外となる工事） 

第６条 条例第13条第４項及び条例第16条第４項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、

ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。 
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（是正命令等） 

第７条 市長は、条例第14条第１項の規定により違反を是正するために必要な措置をとることを命

令する場合は、是正命令書（第９号様式）により行うものとする。 

２ 建築物等の工事主又は所有者等は、前項の是正命令書に基づき必要な措置を行ったときは、そ

の結果について、是正報告書（第10号様式）の正本及び副本に必要な図書を添付して、速やかに

市長に提出しなければならない。 

３ 条例第14条第２項の規定による公示は、白河市公告式条例（平成17年白河市条例第３号）第２

条第２項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。 

（違反建築物等に係る通知） 

第８条 条例第15条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 処分に係る建築物等の概要 

(２) 前号の建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人若しくは宅地建物取引業者又は

工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要 

(３) 処分をするまでの経緯及び処分後に市長が講じた措置 

(４) 前３号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項 

２ 条例第15条の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には是正命令書の写し

その他の命令の内容を記載した書面を添付するものとする。 

（工事現場における認定の表示） 

第９条 条例第17条第１項の規定による工事現場での認定済みの表示は、認定済表示板（第11号様

式）の設置により行うものとする。 

（適用の除外） 

第10条 条例第18条第２項第５号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(１) 地下に設ける建築物等又はその部分 

(２) 景観形成上支障がないと認められる仮設の建築物等 

(３) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う建築物等又はその部分 

(４) 通常の管理行為、軽易な行為その他これらに類する行為を行う建築物等又はその部分 

(５) 非常災害のための応急措置として行う建築物等又はその部分 

（報告及び立入検査） 

第11条 市長は、条例第19条第１項の規定により、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、工

事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、当該建築物等につき、その建築等又は建
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設等に関する工事のうち屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分に係るものの計画又は施工

の状況に関し報告させることができる。 

２ 市長は、条例第19条第１項の規定により、その職員に、建築物等の敷地等又は工事現場に立ち

入り、当該建築物等の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分及びこれらに使用する建築材

料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

３ 条例第19条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（第12号様式）とする。 

（工事主等の変更等） 

第12条 条例第13条第２項又は条例第16条第３項の規定により認定を受けた建築物等の計画（以下

「認定建築物等計画」という。）に係る工事が完了する前に、工事主、工事監理者又は工事施工

者を変更し、又は決定したときは、速やかに工事主等変更（決定）届（第13号様式）の正本及び

副本に、認定証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

（認定申請書等の取下げ） 

第13条 第３条第１項の規定により認定申請書を提出した者又は第４条第１項の規定により計画の

通知書を提出した国の機関等は、市長が認定をする前に当該申請又は通知を取り下げようとする

ときは、認定申請・計画通知取下げ届（第14号様式）の正本及び副本を市長に提出しなければな

らない。 

（工事の取りやめ） 

第14条 認定建築物等計画に係る工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届（第15号様式）

の正本及び副本に、認定証を添えて、市長に提出しなければならない。 

（認定の取消し） 

第15条 市長は、認定建築物等計画が虚偽の申請又は通知その他不正な行為によるものであること

が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 

（工事完了届の提出） 

第16条 認定建築物等計画に係る工事が完了したときは、工事完了届（第16号様式）の正本及び副

本に必要な図書を添付して、市長に提出しなければならない。 

（建築等計画概要書等の閲覧場所等） 

第17条 景観法施行規則（平成16年国土交通省令第100号）第31条第１項に規定する書類は、認定建

築物等計画に係る建築等計画概要書及び景観法令による処分の概要書（第17号様式）（以下これ

らを「概要書」という。）とする。 

２ 概要書の閲覧場所は、白河市役所の景観担当部署とする。 
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３ 概要書の閲覧日は、次に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前８時30分から午後５時15分

までとする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日まで（前２号に掲げる日を除く。） 

４ 市長は、概要書の整理その他やむを得ない理由により必要と認めたときは、前項の規定にかか

わらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。 

（閲覧の手続） 

第18条 概要書の閲覧をしようとする者は、建築等計画概要書等の閲覧票（第18号様式）に必要事

項を記入し、市長に提出しなければならない。 

２ 概要書は、閲覧場所から持ち出すことができない。 

（閲覧の禁止） 

第19条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。 

(１) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者 

(２) 概要書を汚損、損傷若しくは紛失し、又はそのおそれがあると認められる者 

(３) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 

(４) 閲覧しようとする概要書に係る建築物等を特定しない者 

（白河市景観条例等との関係） 

第20条 認定建築物等計画に係る建築物等については、白河市景観条例（平成22年白河市条例第39

号）第９条、第12条及び景観法（平成16年法律第110号）第16条第５項の規定は、適用しない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第３条、第４条、第17条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 
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第４号様式（第３条関係） 
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第５号様式（第３条、第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



17/32 

第６号様式（第４条関係） 
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第７号様式（第４条関係） 
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第８号様式（第４条関係） 
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第９号様式（第７条関係） 
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第10号様式（第７条関係） 
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第11号様式（第９条関係） 
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第12号様式（第11条関係） 
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第13号様式（第12条関係） 
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第14号様式（第13条関係） 
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第15号様式（第14条関係） 
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第16号様式（第16条関係） 
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第17号様式（第17条関係） 
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第18号様式（第18条関係） 

 


